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１．プロローグ

a 内部統制の欠陥に起因する事故事例

最初に紹介する事例は、業務委託手数料の過

払分の返金を社員が着服したケースである。こ

のように現金が横領できたということは、内部

統制の不備である。不正が発見され、財務諸表

上、着服された金額を貸借対照表の現金勘定か

ら減らし、損益計算書に損失を計上すれば、財

務諸表は適正に作成された、ということになる。

しかし、当該着服が発見できないと、財務諸表

の虚偽表示に帰結してしまう。

第2の事例は、営業部門の管理者が売上高を

水増し計上したケースである。これまでの粉飾

決算は経営者が主導するケースが多かった。最

近では、管理者に厳しいノルマが課せられ、そ

れを達成するために架空の売上を計上するとい

うケースも目立つようになってきている。プロ

ジェクト間の売上収益の付け替えという内部的

な会計操作も少なくないと聞く。このような内

部的な収益の付け替えは、外部に公表する財務

諸表では何の問題もないのだが、このような操

作が行えるというのでは、内部統制に問題があ

ると言わなければならない。

第3の事例は、会社の経営者が架空取引用の

専用伝票を用意して、架空の品名で入力された

ものを自動的に会計処理されるようにし、多額

の売上高を架空計上したというケースである。

手法の巧拙はともかくも、原理的にはシンプル

な粉飾決算である。

また、現在、マスコミで騒がれている原材料

の消費期限切れの事故の場合は、会社の品質管

理の問題であり、直接的には財務報告に係る内

部統制とは関係しない。しかし、期末の原材料

の在庫管理から見ると無関係とも言えない場合

がある。例えば消費期限が切れたものは、本来

であれば、実在庫としても、また帳簿上も廃棄
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処分扱いしなければならないが、このあたりが

どうなっていたのかという問題がある。

また、個人情報が入ったパソコンが盗まれた、

あるいはアクセス管理に重大な不備があるとい

った場合、これは財務報告に係る内部統制とは

無関係である。ただ、個人情報の漏洩
ろうえい

が原因で

損害賠償請求が起これば財務諸表に偶発債務と

して注記しなければならない場合もあり、また

賠償金の支払可能性が高まれば引当金の計上が

必要となってくる。このように、会社の中で行

われている活動のほとんどは、直接、間接の形

で、会計処理に関わってくる可能性がある。

s 財務諸表の虚偽表示と内部統制

内部統制の欠陥が、財務諸表の重要な虚偽表

示に結びつくかどうかということが、今回の制

度対応の最も肝心なポイントである。

一般的に、財務諸表の虚偽表示の原因は、不

正と誤
ご

謬
びゅう

に分けることができるが、誤
ご

謬
びゅう

よりも

不正の方が内部統制での発見が難しい。不正は、

何らかの隠蔽
いんぺい

工作を伴うからである。また、不

正には、経営者による不正と、管理者、従業員

による不正があり、さらに、財貨の費消を伴う

不正（横領など）と、財貨の費消を伴わない不

正（会計方針の不当な変更による財務諸表数値

の粉飾など）がある。

気を付けなければならないのは、例えば、3

月末が決算日の会社で、4月の初めに実現した

収益を前期の3月末に繰り上げて計上してしま

うと、これは期間損益の適正表示を歪
ゆが

める経理

操作となってしまうことである。架空の売上を

計上したわけではないが、財務諸表の虚偽表示

に該当する。

２．内部統制報告制度の趣旨

a 制度の趣旨

米国SOX法404条対応の事例紹介や、わが国

を代表する大企業の先行事例が多く紹介されて

いるが、今回の制度化の本来の趣旨は、むしろ

比較的規模が小さい新興企業で、経営者が自社

の短期的な株価の値動きを気にし、しかもガバ

ナンスが利いていない企業に網をかけることだ

と思う。このような会社の内部統制の重大な不

備は、会社の存続にまで影響することが起こり

得るからである。投資家保護というのはそうい

うことであろう。

しかし、中小企業にとって内部統制の整備は

莫
ばく

大
だい

なお金と時間がかかって大変だという声し

か聞こえてこない。中小企業は、日本を代表す

る大会社と同じ内部統制を構築する必要はな

い。何億円もかかったという話ばかりに耳を傾

けるのではなく、身の丈に合った対応をすれば

よいのである。金融庁も今回の基準で、内部統

制を新しく作り直せとは言っていない。

また、この制度を形骸
けいがい

化させないために、監

査法人による監査という規定を設けたのだが、

これが裏目に出てしまい、「監査を通す」ため

にどの程度の内部統制の整備が必要かという議

論が起こってしまっている。ある小さな上場会

社では、「監査法人の監査をパスする最低ライ

ンの内部統制を探れ」というようなことを言い

出す経営者まで出てきているようであり、本来

の制度の趣旨から相当ずれてしまっている。

監査法人による監査のために、さまざまなこ

とを文書化しておく必要があることは事実だ

が、監査のために文書化するということではな

く、業務プロセスに沿ってリスクの棚卸しを行

い、それに対応するために不足している統制を

洗い出す、そして評価の記録を証拠として残し

ておくという、ごく当たり前のことを求めてい

るにすぎないのである。文書化は、目的でもな

ければ、ゴールでもない。

s 内部統制制度の日米相違

米国では、経営者による評価範囲が非常に重

くなり、また監査も厳格さを極めたため、企業

への負担が重すぎるという反省が起きた。日本

の基準では、当初より、徹底して評価範囲の絞

り込みを行っている。米国でかくも評価範囲が

重くなったのは、おそらく監査法人の監査のハ
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ードルの高さに原因があったからである。だか

ら日本では、会社の経営者には、もっと主体性

をもって評価をしてもらうという考え方になっ

ている。

また、米国では、同一の監査法人の中でも、

財務諸表の監査を行うチームと、SOX法404条

の内部統制に関する監査を行うチームが必ずし

も同一でなかったりということもあり、結果と

して二重に監査コストがかかったりするという

ケースもあったと聞いている。これについても、

日本では、証拠の相互利用を含め、財務諸表監

査との一体的実施となっている。「完全融合型」

である。

さらに、米国では、内部統制の有効性と経営

者評価の妥当性の両方について、監査法人が意

見を表明するという方式であったが、今後は内

部統制の有効性のみについての監査意見を表明

するという形になろうとしている。それに対し

て日本では、経営者評価の妥当性について監査

法人が意見表明するということになる点が大き

な違いである。

このように、日本の制度は、米国SOX法404

条の対応とは、大きく違う。わが国の場合、経

営者評価にしても監査法人の監査にしても、と

もに未経験の領域なので、どうしても先行する

米国事例を規範にとらえ、また自らの責任の問

題もあり、どうしても「重め、重め」になって

いる事実は否めないように思う。それだけに、

常に、原点に立ち返って、この制度の趣旨を踏

まえた対応が望まれるのである。

３．内部統制評価の要点

a 制度対応は内部統制の一部

会社の経営者は、監査法人による監査の結果、

不適正という評価を得ることには抵抗があるの

で、なんとかして監査を通そうと思い、非常に

近視眼的な対応に陥ってしまうことが予想され

る。しかし、金融商品取引法が前提としている

内部統制は、会計処理と財務報告に関わる内部

統制に限定されているということを認識する必

要がある。内部統制の中のほんの一部分なので

ある。

購買、生産、販売、在庫管理、固定資産管理

など、さまざまな業務プロセスがあるが、そこ

から会計処理を行うシステムにつながる内部統

制に網を張るのが、今回の制度である。したが

って、個々の業務プロセスはうまく統制されて

いても、そこからアウトプットされたデータを

決算のためにパソコンなどで集計し直して財務

諸表を作成する過程、あるいはプロセスやシス

テム間のつなぎの箇所の統制が要注意である。

今般の制度は、財務報告に関する内部統制と

して、非常に狭い範囲に適用されるものだが、

長期的には、企業としての本来の大きな内部統

制のあり方の中に、この仕組みを組み込んでい

くという考え方で進めていくことが大切であろ

う。本来の内部統制は、資産保全やコンプライ

アンス、さらには業務の有効性や効率性の確保

のために行われるべきものである。しかし、実

際にこの制度対応で手一杯という会社は、まず

財務報告に係る内部統制を法的な対応としてし

っかりとしたものにし、これをきっかけとして、

少しずつ本来のあるべき、もっと包括的な内部

統制へと拡張していくという道筋で考えていけ

ばよいのではないかと思う。

初年度に内部統制を確立してしまえば、2年

目以降はメンテナンスだけ、つまり「形だけの」

評価をしていけばよいというのでは、何のため

の内部統制か分からない。一番怖いのは、「適

正な財務諸表は作れるようになりました。しか

しそれだけで終わってしまい、重大なコンプラ

イアンス違反によって会社が破綻してしまいま

した」という場合であり、それでは何のための

内部統制か分からないことになってしまう。

s グループ子会社の内部統制

商社の場合は、連結子会社数も多く、しかも

業種が非常に多岐にわたっている。さらに海外

に子会社、支店などが多数あり、そのような海

外子会社などの管理が最も難しい。
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金融庁の基準では、売上高等の基準に基づく

評価対象の絞り込みを許容しているが、財務諸

表本体に与える影響という観点から見れば、売

上高や資産総額などの大きいところから集めて

いけば、財務諸表の適正性という観点からは問

題がなくなるかもしれない。しかし、このよう

な量的な基準だけに目を奪われてしまうと、リ

スクが高い海外子会社が評価から漏れてしまう

可能性がある。

教科書的には、連結グループとしての統一的

な内部統制の基本方針を確立し、その業務プロ

セスのコントロールについても周知徹底すべ

き、ということになろう。しかし、現実的には、

文化も風土も違う海外の子会社や関連会社に対

して、どのように本社の方針を浸透させていく

かということは、極めて難しい問題だろうと思

う。関連会社ともなれば、別に親会社があるこ

とさえある。

このような海外の小さな子会社で大きな不正

が発覚して、それがマスコミにリークでもされ

れば、レピュテーションリスク（風評のリスク）

も怖い。経営者が評価するのは、会計システム

につながる部分の内部統制だけなのだが、製品

の品質管理などの問題が起こると、本来の筋か

ら外れたところで、全社的な管理体制、内部統

制はどうなっているのだと叩
たた

かれてしまう可能

性もある。

d 評価範囲の決定（絞り込み）方法

経営者評価範囲の決定に際しては、まずもっ

てグループ企業全体（親会社、子会社、関連会

社）を対象に、全体的な観点からスクリーニン

グをかけることになる。子会社については、実

質支配力基準が適用されるから、持ち株比率が

50%を割っていても連結範囲に含めなければな

らない場合があり、持分法適用会社も評価範囲

に含まれる。

もちろん、この制度の趣旨から、決算・財務

報告業務は、すべての事業拠点を評価の対象と

しなければならない。

次に、連結売上高等に占める割合が高い事業

拠点から、おおむね3分の2までを絞り込む。さ

らに、その中でも、売上、売掛金、棚卸資産の

3つの科目につながる業務プロセスに絞り込む

という手順になる。したがって、在庫管理シス

テムなども、棚卸資産科目につながっていると、

関係してくるので気を付けなければならない。

そのほか、購買、生産管理、手形管理などに

ついても、財務諸表の虚偽表示という観点から

は注意を要するが、とりあえず最低ラインを探

るという発想でいけば、業務プロセスの中で、

売上、売掛金、棚卸資産の会計処理に関係して

くる部分だけを対象に含めれば大きな問題はな

くなる。しかし、一般的に、管理体制が脆弱
ぜいじゃく

な

業務プロセスは、財務報告という観点から問題

があることが多い。在庫管理が雑なのに会計処

理につながる部分だけがしっかりしているとは

考えにくい。

商社の場合、例えばデリバティブ業務を行っ

ている事業所などは財務報告に関わるリスクが

高い拠点となるが、そのほかにもリスクが高い

海外の事業拠点の範囲をかなり広げて評価する

必要があるかもしれない。

結論的に言えば、評価範囲の絞り込みについ

ては、「狭く、深く」ではなく、「広く、メリハ

リ（リスクの大きさによる）を付けて」という

ことが望ましいのではないだろうか。

f 監査法人との協議

日本でも公認会計士法が改正され、上場会社

などの大企業については、法律上、監査証明業

務とコンサルティング業務を同時に提供するこ

とができなくなった。しかし、監査には、「指

導的機能」と称するものがある。監査過程で、

もし内部統制に不備が見つかった場合、その時

点で、監査法人は必ず当該不備などの問題を会

社側に伝達するというルールになっている。こ

のような指導的機能や、経営者と監査人とのデ

ィスカッションなどを、監査人との間のコミュ

ニケーション機能としてうまく使うとよい。決
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算日直前になって、監査法人から、ここに重大

な欠陥があるなどと言われないようにすること

であろう。

制度上は、やむを得ない合理的な理由があれ

ば、決算日後に内部統制の不備を是正したこと

を経営者報告書に付記できるようになってい

る。また、組織の再編成などは、年度途中や決

算日直前でも起こりうるので、このような事態

の際には、評価から漏れた、あるいは合理的な

理由により評価できなかったことを評価範囲の

制約として記載すればよい仕組みになってい

る。

また、今回の実施基準には、「監査人との協

議」というプロセスが盛り込まれている。その

趣旨は、経営者評価の手戻りを防ぐための措置

である。会社側で評価範囲を決定したのはよい

が、後になってから重要な関連会社、事業所な

どが評価から漏れていることが分かり、決算日

直前に監査法人からこれも評価範囲であるなど

と言われても、新たに追加して評価することは

難しい。したがって、監査法人との間で事前協

議を行って、評価範囲を確定しておくというプ

ロセスがあるのである。

g 内部統制の欠陥

米国グッドイヤー社は、SOX法適用の1年目

に、経営者による評価報告書の中で、「会社は、

技術および資金調達に関する情報において、一

定の人物からのアクセス制限をしておらず、

IT環境におけるアプリケーション統制に関す

る職務分離について有効な内部統制を維持して

いなかった」旨を開示している。このように、

経営者がきちんと欠陥を開示すれば、「経営者

による評価は適正である」という監査法人の監

査報告書となる。自社の内部統制に重大な欠陥

があるにもかかわらず、それを知りながら当社

の内部統制は有効に整備、運用されているとい

う「嘘の経営者報告」が行われると、監査法人

の監査で不適正意見となるのである。だめなら

だめで、正直に申告することである。実務上は、

監査法人による監査でストップがかかるだろう

が、公表される決算「数値」ではないから、大

丈夫だろうなどという安易な感覚でいて、嘘
うそ

が

ばれると、とんでもないことになる。

また、重要な欠陥に相当するかどうかに関連

して、量的な重要性として、金融庁の実施基準

では、連結税引前利益5%基準が挙げられてい

るが、このグッドイヤー社のケースは、欠陥の

「質的重要性」から判断し、開示された事例で

ある。重要な欠陥に該当するかどうかの基準に

は、x％とか、xx円以上という量的な重要性と、

質的な重要性がある。内部統制の欠陥はおそら

くほとんどの場合、質的なものとなるだろう。

例えば、手形の管理に関する内部統制がうまく

いっていないことがあったとしても、そこから

虚偽表示の金額を推定することは現実には難し

い。この場合は、最初に質的な判断がなされ、

もし実際に不正な手形振り出しなどが起こった

とき、量的基準によるふるいにかけられるとい

う形になるだろう。5%という量的な基準値が

出ると、それだけが異様に脚光を浴びてしまう

が、これはあくまで一つの目安にすぎず、なに

より質的な重要性も合わせて考慮する必要があ

る。

４．内部統制報告制度の課題と展望

a 制度の誤解

SOX法404条の対応をめぐり、米国では、急

激な揺り戻し現象が起きており、会社の負担を

軽減することが求められている。これは、経営

者評価の自主性を向上させるということで、監

査法人の監査を一回切り離して、本当に必要な

範囲の絞り込みを行い、必要な範囲で記録して

おくということである。また、経営者の評価プ

ロセスの監査を免除して、内部統制の有効性に

ついてのみ監査するという流れになっている。

わが国の現状はと言えば、リスクと必要なコ

ントロールが記載されているチェック・ボック

ス型のリスクコントロール評価シートが蔓延
まんえん

し

てしまっている。大きい会社になると、これを、
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何千枚、何万枚も作ると言われている。そして、

チェック欄を一つずつ潰
つぶ

していくことが内部統

制を評価することだという誤解が生じてしまっ

ている。

日本では「監査が通る」という表現があり、

監査や評価が行われているときだけよい子にな

ってしまう傾向がある。また、四大監査法人に

よって監査のやり方が微妙に違うからといっ

て、コンサルティング会社が、これに沿ったコ

ンサルティングを行うなどというのも本末転倒

である。

「内部統制評価＝文書化」という誤解が生じ

てしまっているが、なぜ文書化するのかという

ことを根本的に考える必要があると思う。金融

庁の基準が求めているのは、評価を行った結果

を記録として残しておけということだけなので

ある。誰が、いつ、どのように評価して、その

結果どうだったかということの証拠として記録

に残すのである。その意味で、しごく当然のこ

とを求めているにすぎない。

s わが国に内部統制報告制度は根付くか

内部統制報告制度では、過剰なコストがかか

る割に、効果が見えないということが問題とし

て挙げられている。講習会などでは、内部統制

は予防機能が重要であると説明してくれる。事

実、米国SOX法404条対応でも予防を重視する

傾向にある。しかし、予防の比重が高くなると、

事故が起きにくくなり、損失も表面に出ず、水

面下に潜ったままになり、効果が分かりにくく

なる。言うまでもなく、この統制を採用したか

ら、xxx円の損失が回避できた、ということを

証明することはできない。このことが効果の分

かりにくさとなって現れている。

また、統制されるのは、意思と感情を持った

生身の人間であることも考えておく必要がある

だろう。かつてセコムの飯田最高顧問が、日本

経済新聞の夕刊の「こころの玉手箱」というコ

ラムに書いていたが、日本警備保障が創業4年

目のときに、ガードマンが6件立て続けにデパ

ートに泥棒に入り、新聞はガードマンが泥棒を

したと書き立て、会社の存亡が危うくなった。

コンプライアンスや法令遵守、社内教育だと、

いくら口で言っても有効ではなかったという。

経営者と管理者などの会社の上層部の人間が襟

を正さないと、不正は絶対になくならないとい

うのが彼の趣旨であった。経営トップがまず襟

を正す。そしてその姿勢を組織の末端までいか

に浸透させるかに尽きる。内部統制で対処でき

るのは、不正の「動機」ではなく、不正の「機

会」だけなので、経営者と従業員の統制意識の

問題ということを常に考えておく必要があると

いうことだろうと思う。

d チェック・ボックス・アプローチの怖さ

先に、チェック・ボックス型のアプローチが

蔓
まん

延
えん

していると述べたが、その弱点は十分に認

識しておく必要がある。このアプローチだと、

どうしても評価が形式的になってしまうのであ

る。それだけではない。一歩間違えると、業務

の本来の目的と反対の方向に行ってしまうので

ある。

私が勤務する大学でも、研究費の不正支出防

止が大きな課題になっている。どこの大学でも

そうだろうが、研究費として決済できるのは当

該研究に直接関係する支出に限るという運用規

定がある。しかし、この規定への形式的準拠だ

けを厳格に推し進めると、研究目的の達成にブ

レーキがかかってしまうというケースが生じ得

る。

例えば、ある教員が「内部統制監査における

新しい手法の研究」というテーマで研究を進め

ると仮定しよう。そのとき「内部統制」という

タイトルが付された書籍の購入は問題なくパス

する。研究テーマに「内部統制」という言葉が

入っているからである。しかし、すでに書籍と

なって刊行されているものから新しい知見を得

ることはできないだろう。そこで「新しい」手

法の研究というのだから、既知の知識に縛られ

ず、違った角度からのヒントを得るために漫画



特
集

日
本
版
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
と
内
部
統
制

54 日本貿易会月報

本を購入したいと言ったら、とんでもないとい

うことになってしまうだろう。内部統制という

タイトルが付された書籍の購入よりも、研究目

的に直接役立つかもしれないにもかかわらずで

ある。これがチェック・ボックス・アプローチ

に盲目的に従うことの怖さだと思う。

f わが国の制度、基準の弱み

わが国の制度や基準には、PDCAサイクルに

基づいて内部統制の水準をスパイラルアップし

ていくという発想がないこと、そして経営者に

よる評価には「白か黒か」しかないということ

がある。

今回の財務報告に関する内部統制は、会計と

いうある意味、狭い世界を前提としている。そ

れだけに、財務諸表は正しく作られるようにな

ったが、その結果、会社がおかしくなったとい

う事態は絶対に避けなくてはならない。

概念的には、「財務報告に係る内部統制」が

あれば、「財務報告に係らない内部統制」があ

るはずだが、この切り分けはリンゴを2つに割

るようなわけにはいかない。財務報告に係る内

部統制だけを切り出して、皿の上にのせるよう

なわけにはいかないのである。内部統制という

のは、いろいろな構成要素がお互いに影響し合

って、全体として機能するものであるというこ

とを認識しておく必要がある。業務プロセスの

レベルで見れば、業務の有効性目的と、適正な

財務報告目的とは決して無関係ではない。

また、リスクというのは、あるリスクが引き

金となって、次々に連鎖し拡大していくという

性質をもつ。システムへの不正侵入の発生可能

性などを定量モデルによっていかに厳密に測定

しても何の意味もない。会社にとって怖いのは、

それによって業務が停止したり、機密情報が漏
ろう

洩
えい

し、会社の評判を大きく落としてしまうこと

であろう。そこを評価しなければ、リスクを評

価する意味はないのではないだろうか。

かつて、あるメーカーで、顧客からの苦情が

原因で、オペレーターと顧客との間で喧
けん

嘩
か

にな

ったことがあった。その内容がネット上に流れ、

ついには経営トップがテレビの前で頭を下げる

という事態にまで発展した。このオペレーター

は、自分のしたことが、よもやそのような事態

になるとは思ってもみなかったと思う。このよ

うに、リスクというのは玉突きが起こるので、

そもそも理論的には「リスク評価シート」など

という紙一枚に書き表せるものではないのであ

る。

５．結び

事故が起こると、企業の経営者は、今後、内

部統制の再構築を行い、監査部員も増やすと言

う。おそらくこのようなことだけで物事は改善

しない。意識改革、体質改革を行うと言っても、

言うはたやすいが、どのように行うのか、実際

に組織の中にいて統制される側に立って見てみ

ると、その難しさがよく分かる。

本来は、リスクがあるから内部統制が必要な

はずである。リスクは、時間の経過とともに変

化し、経営環境が変われば変化する。リスクが

変化すれば、統制もまた変わらなければならな

い。だから、その状況を監査という第三者チェ

ックによって確かめる、というのが本来のあり

方のはずである。

しかし、現状は、監査を通すことがまず先に

あり、監査のために内部統制を構築し、さらに

そのためにリスクを洗い出しているというよう

なことがないだろうか。これでは、まったくも

って論理的順序が逆になっている。

内部統制評価制度の導入は、業務プロセスを

見直し、再整備する絶好のチャンスだととらえ

て前向きに取り組まれたらよいと思う。そして、

もっと自信をもって取り組まれたらいかがだろ

うか。内部統制は、誰のためでもない、会社の

ためにあるのだから。
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